
 
 
 
 
 
 

 
 
 

名 称 令和８年度大阪市浪速区役所古紙等及びアルミ売払（単価契約） 

代金納付期限 本市が発行する納入通知書の期限 

契 約 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月 31日 

現品所在地 大阪市浪速区役所（大阪市浪速区敷津東１－４－20） 

保 証 事 項 
契約保証金 契約金額の 100分の 10以上 

（ただし、大阪市契約規則第 37条第１項の規定に該当する場合は免除） 

 
 

見 積 書 

提出期限 
令和８年３月９日 午後 ５時  

物 品 買 受 見 積 書 

令和  年  月  日  

大阪市 契約担当者 大阪市浪速区長 様 

 
住所又は事業所所在地 

商 号 又 は 名 称 

氏名又は代表者氏名 

 

 
印   

 

下記について、関係法令・貴市関係規定を守り公告事項・仕様書及び裏面記載の注意事項を 

確認のうえ、次の金額で見積ります。 

 

 

見積金額 

（単価：１kg） 

     円  銭 

 ダンボール       

 シュレッダーくず        

 雑誌        

 機密文書        

 アルミ        

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
見積条項 
１ 見積書は、その提出した見積書の書換、引換または撤回をすることができない。 

２ 価格決定に当たっては、見積書に記載された金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（加算した金額に 1円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた額）をもって決定価格とするので、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を見積書に記載すること。 

３ 大阪市契約規則第 28条第 1項各号の 1に該当する見積は無効とする。 

４ 合計金額に 1円未満の端数があるときは、これを切り捨てること。 

５ 個人は本人、法人は代表者又はそれぞれの委任状を提出し、確認を受けた代理人が記名押印すること。 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記事項 
１ 暴力団等の排除について 

(1) 発注者は、大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 8条第 1項第 6号に基づき、受注者（受 

注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）が条例第 2条第 2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」 

という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められた場合には、この契 

約を解除する。 

(2) 発注者は、条例第 8条第 1項第 7号に基づき、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）が暴力団員又は 

暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等 

との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。 

(3) 受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしては 

ならない。 

(4) 受注者は、下請負人等に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他 

の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はそ 

の他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。  

(5) 第１号及び第 2号の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の 100分の 20に相当する額を違約金として発 

注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(6)  受注者及び下請負人等は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9条に規定す 

る不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業 

を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等 

に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(7)  受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12条に基づく公表及 

び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。 

(8)  受注者は第 6号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。  

(9) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害される 

おそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとす 

る。 

２ 誓約書の提出について 

  受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。 

ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 


